
■
８
月
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
が
変
わ
り
ま
す

　

現
在
の
被
保
険
者
証
（
水
色
）
の

有
効
期
限
は
７
月
31
日
㈬
で
す
。
新

し
い
被
保
険
者
証
（
橙
色
）
は
７
月

中
に
送
付
し
、
届
い
た
日
か
ら
使
用

で
き
ま
す
。

■
７
月
中
旬
に
保
険
料
額
決
定
通
知

書
・
納
付
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

納
付
方
法

●
特
別
徴
収
…
年
金
か
ら
の
天
引
き

●
普
通
徴
収
…
７
月
〜
翌
年
３
月
の

各
納
期
限
（
全
納
の
場
合
は
７
月
31

日
）ま
で
に
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

■
保
険
料
の
軽
減
措
置

①
均
等
割
額
の
軽
減

　

世
帯
内
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
保

険
料
の
均
等
割
額
（
５
１
，
４
９
１

円
）
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
本
則
７
割

軽
減
の
対
象
の
人
は
、
こ
れ
ま
で
更

に
上
乗
せ
し
て
軽
減
（
8.5
割
、９
割
）

さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
世
代
間
の
公

平
を
図
る
観
点
な
ど
を
踏
ま
え
、
制

度
本
来
の
仕
組
に
戻
す
こ
と
と
し
、

医
療
保
険
を
将
来
に
わ
た
り
安
心
で

き
る
制
度
に
す
る
た
め
、
平
成
31
年

度
か
ら
、
段
階
的
に
見
直
し
を
行
っ

て
い
ま
す
。

●
９
割
軽
減
の
対
象
で
あ
っ
た
人

は
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支

給
や
介
護
保
険
料
の
軽
減
強
化
と

い
っ
た
支
援
策
の
対
象
と
な
り
ま

す
。（
た
だ
し
、
住
民
税
課
税
世
帯

の
人
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。ま
た
、

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
額

は
年
金
保
険
料
納
付
実
績
な
ど
に
応

じ
て
異
な
り
ま
す
）

　

8.5
割
軽
減
の
対
象
の
人
に
つ
い
て

は
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支

給
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
を

踏
ま
え
、
激
減
緩
和
の
観
点
か
ら
、

１
年
間
に
限
り
実
質
上
8.5
割
軽
減
を

据
え
置
き
ま
す
。

●
基
礎
控
除
額
な
ど
は
、
税
法
改
正

な
ど
で
変
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
軽
減
を
判
断
す
る
「
総
所
得
金
額

等
」
に
は
、
専
従
者
控
除
、
譲
渡
所

得
の
特
別
控
除
の
税
法
上
の
規
定
は

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
当
分
の
間
、
年
金
収
入
に
つ
き
公

的
年
金
等
控
除
を
受
け
た
65
歳
以
上

の
人
に
つ
い
て
は
、
公
的
年
金
な
ど

に
係
る
所
得
金
額
か
ら
15
万
円
が
控

除
さ
れ
ま
す
。

●
世
帯
主
が
被
保
険
者
で
な
い
場
合

で
も
、
そ
の
世
帯
主
の
所
得
が
軽
減

判
定
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

問
合
先

●
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
（
保
険
料
…
☎
06
・
４
７
９

０・
２
０
２
８
、
給
付
事
務
…
☎

06
・
４
７
９
０・
２
０
３
１
）

●
国
保
年
金
課

■
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割
合

　

医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割
合
は
、

「
１
割
」
も
し
く
は
「
３
割
（
現
役
並

み
所
得
者
）」
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
「
現
役
並
み
所
得
者
」
は
、
申

請
す
る
と
申
請
の
翌
月
か
ら「
一
般
」

（
１
割
負
担
）
に
な
り
ま
す
。

【
同
一
世
帯
内
で

被
保
険
者
が
１
人
の
場
合
】

●
被
保
険
者
の
前
年
の
収
入
額
が

３
８
３
万
円
未
満 

●
被
保
険
者
の
前
年
の
収
入
額
が

３
８
３
万
円
以
上
で
、
被
保
険
者
本

人
お
よ
び
同
一
世
帯
に
属
す
る
70
〜

74
歳
の
人
の
前
年
の
収
入
合
計
額
が

５
２
０
万
円
未
満

【
同
一
世
帯
内
で

被
保
険
者
が
２
人
以
上
の
場
合
】

●
被
保
険
者
の
前
年
の
収
入
合
計
額

が
５
２
０
万
円
未
満

所 得 の 判 定 区 分
均等割の軽減割合 平成31年度の

軽減後保険料額
（年額）本 則 平成31年度 令和２年度 令和3年度

【平成30年度における8.5割軽減の区分】同一世帯内の被保険者と
世帯主の総所得金額等が基礎控除額（33万円）を超えないとき

7割

8.5割 7.75割 7割 7,723円

【平成30年度における9割軽減の区分】うち、当該世帯の被保険
者全員の各所得が0円であるとき（ただし、公的年金等控除額
は80万円として計算する）

8割 7割 10,298円

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が【基礎控除額（33
万円）+28万円×被保険者の数】を超えないとき 5割 5割 25,745円

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が【基礎控除額（33
万円）+51万円×被保険者の数】を超えないとき 2割 2割 41,192円

●
平
成
30
年
度
と
比
較
し
て
平
成
31

年
度
は
、
５
割
お
よ
び
２
割
の
軽
減

対
象
が
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
転
入
な
ど
に
よ
り
所
得
金
額
が
わ

か
ら
な
い
場
合
に
は
、
均
等
割
額
を

保
険
料
と
し
て
決
定
し
ま
す
。
前
住

所
地
な
ど
へ
の
照
会
に
よ
り
所
得
金

額
が
わ
か
れ
ば
再
計
算
を
し
て
、
翌

月
以
降
に
保
険
料
が
変
更
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

②
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養

者
で
あ
っ
た
人
の
保
険
料
の
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
前
日
に
お
い
て
、
会
社
の
健
康
保

険
や
共
済
組
合
、
船
員
保
険
の
被
扶

養
者
で
あ
っ
た
人
は
、
当
面
の
間
、

所
得
割
額
は
賦
課
さ
れ
ず
、
資
格
取

得
後
２
年
間
は
均
等
割
額
が
５
割
軽

減
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
世
帯
の
所
得
に
応
じ
た
均

等
割
額
の
８
割
ま
た
は
8.5
割
軽
減
に

該
当
す
る
人
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
軽
減
割
合
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
前
日
に
お
い
て
、国
民
健
康
保
険
・

国
民
健
康
保
険
組
合
に
加
入
さ
れ
て

い
た
人
は
対
象
外
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国
民
年
金
保
険
料

令
和
元
年
度 

申
請
免
除
・
納
付

猶
予
の
申
請
受
付

　

所
得
基
準
の
審
査
に
基
づ
き
承
認

さ
れ
る
と
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
「
全
額
免
除
・
全
額
猶
予
」「
一

部
免
除
（
一
部
納
付
）」
さ
れ
ま
す
。

※
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
が
、
前
回

申
請
時
に
翌
年
度
以
降
の
継
続
申
請

を
希
望
し
、
全
額
免
除
ま
た
は
納
付

猶
予
の
承
認
を
受
け
た
人
は
不
要

■
対
象

対
象
期
間　

７
月
〜
来
年
６
月
分

※
過
去
2
年
間
に
免
除
し
忘
れ
て
い

る
期
間
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
期
間

に
つ
い
て
も
申
請
で
き
ま
す
。

所
得
審
査
対
象　

申
請
者
本
人
、
配

偶
者
、
世
帯
主
（
納
付
猶
予
の
場
合

は
本
人
、
配
偶
者
の
み
）

■
申
請
方
法

受
付　

７
月
１
日
㈪
以
降
に
、
市
役

所
１
階 

国
保
年
金
課
窓
口
で

※
今
年
か
ら
場
所
が
変
更
に
な
っ
て

い
ま
す
。

必
要
な
も
の　

個
人
番
号
（
通
知
カ

ー
ド
の
場
合
は
本
人
確
認
書
類
も
必

■
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
の
更
新
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
認

定
証
（
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
し

て
い
る
人
は
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
）
は
、
医
療
機
関

の
窓
口
で
提
示
す
る
と
、
医
療
費
の

自
己
負
担
限
度
額
が
適
用
さ
れ
る

も
の
で
、
現
役
並
み
所
得
者
区
分

Ⅱ
（
課
税
所
得
３
８
０
万
円
以
上

６
９
０
万
円
未
満
）、
Ⅰ
（
課
税
所

得
１
４
５
万
円
以
上
３
８
０
万
円
未

満
）
の
被
保
険
者
と
住
民
税
非
課
税

世
帯
（
低
所
得
Ⅱ
・
Ⅰ
）
に
属
す
る

被
保
険
者
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
交
付
さ
れ
て
い
る
限
度
額

適
用
認
定
証
の
有
効
期
間
は
令
和
元

年
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、

引
き
続
き
８
月
１
日
か
ら
現
役
並
み

所
得
者
区
分
Ⅱ
、
Ⅰ
の
被
保
険
者
と

住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
被
保

険
者
に
は
、
新
し
い
限
度
額
適
用
認

定
証
を
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

要
）
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
が
確
認

で
き
る
も
の
、
印
鑑
（
本
人
が
署
名

す
る
場
合
は
不
要
）

※
審
査
対
象
者
が
今
年
１
月
１
日
現

在
市
内
在
住
で
な
い
人
や
、
失
業
を

理
由
と
す
る
人
は
別
に
証
明
書
な
ど

が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。　

■
承
認
を
受
け
た
期
間
は
…

●
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要
な

期
間
に
含
ま
れ
ま
す
。

●
障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
遺
族
基
礎

年
金
の
納
付
要
件
に
対
応
し
ま
す
。

●
年
金
額
算
定
の
際
、
申
請
免
除
の

場
合
は
保
険
料
を
全
額
納
め
た
場
合

と
比
べ
、
次
の
表
の
計
算
に
な
り
ま

す
。（
納
付
猶
予
の
場
合
は
年
金
額

の
計
算
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
）

※
一
部
納
付
額
が
未
納
の
ま
ま
の
場

合
、
一
部
免
除
も
無
効
（
未
納
と
同

じ
）
に
な
り
ま
す
。

■
保
険
料
の
追
納

　

免
除（
一
部
免
除
は
納
付
済
期
間
）・

納
付
猶
予
承
認
期
間
の
保
険
料
は
承

種　　　類 年金額
　全額免除 1/2

一
部
免
除

4分の1納付
（一部納付額

4,100円）
5/8

2分の1納付
（一部納付額

8,210円）
3/4

4分の3納付
（一部納付額

12,310円）
7/8

国
民
年
金

問
合
先　

国
保
年
金
課

認
を
受
け
た
月
以
降
10
年
以
内
で
あ

れ
ば
追
納
（
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る

こ
と
）
が
で
き
ま
す
。

※
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か

ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
に
保
険
料

を
追
納
す
る
場
合
は
、
承
認
を
受
け
た

当
時
の
保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ

た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

年
金
ポ
ー
タ
ル
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

　

年
金
ポ
ー
タ
ル
は
、
年
金
に
関
す

る
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
容

易
に
見
つ
け
ら
れ
る
た
め
に
、
厚
生

労
働
省
が
作
成
し
た
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
で
す
。

　

こ
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
は
自
分

の
日
常
生
活
の
中
の
シ
ー
ン
に
合
わ

せ
た
テ
ー
マ
や
、
年
金
制
度
の
基
本

的
な
仕
組
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
関

係
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
情
報

を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

専
門
用
語
を
で
き
る
だ
け
使
わ
ず

に
、
図
や
イ
ラ
ス
ト
に
よ
る
解
説
で

シ
ン
プ
ル
に
説
明
し
て
お
り
、
年
金

に
つ
い
て
知
り
た
い
こ
と
が
す
ぐ
に

探
せ
る
「
入
口
」
と
し
て
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
す
。

※
年
金
ポ
ー
タ
ル
へ
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
ア
ド

レ
ス
…http://w

w
w
.m
hlw
.go.

jp/nenkinportal/
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